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【研究の目的】 
 法文化をその時空的個性に視点を据えて、歴史・比較・情報の観点から学際的、総合的に研究する。
まず、翻訳の問題をユスティニアヌス帝法学提要を素材にしてとりあげる。矢田一男訳の改訂を副産物
として考える。 
 
【研究活動及び成果】 

コロナ禍ということもあり、研究会の実施は困難であったが、各人の進めた研究について、学会のセ
ッションでまとまった形で報告を行った。この報告を下にして、法文化研究叢書としてまとめる予定で
ある。 
学会発表 

法と論理という共通テーマで2022年2月5日に行われた法文化学会の研究大会において、研究グループ
の古田、森、および津野名誉所員が報告を実施した。以下に報告タイトルをあげておく。 

森   光「ローマ法における成文法規の解釈ーSC. Hosidianumを例に」 
古田 裕清「法の論理と判例変更」 
津野 義堂「Eric Pool and Iusta Causa Traditionis エリック・ポールと引渡しによる所有権移転の要

件要素としての正当原因について」 
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